
令和８年７月６日 

 

 保護者 様 

 

京都府立城南菱創高等学校 

校 長  野 村 康  隆 

 

 

京都府奨学のための給付金について 

 

 

 平素は、本校の教育活動に御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、京都府教育委員会より、京都府奨学のための給付金（通常申請及び家計急変申請）

について、別紙のとおりそれぞれ案内がありました。 

つきましては、支給要件を満たし申請を希望される方には申請書類を配付しますので下記

により申し出てください。 

 また、これまでは、生活保護受給世帯（生業扶助）又は保護者等の道府県民税所得割額及

び市町村民税所得割額が非課税世帯のみが対象でしたが、今年度から制度が拡充され、住民

税所得割額の合計が 182,500円未満の世帯まで対象となりました。 

 

 

記 

 

 

１ 申出期限 

  令和８年７月９日（木）（厳守） 

 

 

２ 注意事項 

家計急変申請とは、通常申請の対象者には該当しないものの、失業、減収等により家計 

急変後の保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が 182,500円未 

満に相当すると認められ、その他の対象者としての要件も全て満たす場合です。 

 

 

３ 申出・問い合わせ先 

  城南菱創高等学校事務室   担当者 岡村  

  ＴＥＬ 0774-23-5030（平日８時 25分～16時 55分） 

 

 

 



 

          
                

                

                                              

                                    

                                               

    
   

                                       
                                         
                                          
              

 

                       

                       

                                          

                                

                            

                                       

                                                

                                            

                

                                          

                                          

                                            

                                     
            

       

                                           

                        

                                         

                                        

                                        
                         
                                 

 

         

      
       

   

    



 

            

                                                  

   

                   

                                         

                               

                   

                           

                                   

                                                  
                                            
                                 

                                                       
                     

                                                   
                             
                                             
                                           
                    



 

          
                

                

                                              

                

    
   

             

                           

                                             

                                           

                                           

                                      

                            

                                       

                                           

                                         

                                            

                                     
            

         

       

                                              
                                        
                            

 

  
   

                            

                      

                              

                                   



 

        

                                                  

   

                   

                                         

                               

                   

                           
                                   

       

                                           

                    

                                        

        

                                     

                

            

                                           

                                                

                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


